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ストックオプション（新株予約権）の発行中止に関するお知らせ 

 

当社は、平成27年６月１日開催の取締役会において、平成26年６月27日開催の第31回定時株主総会におい

て承認されました下記のストックオプション（新株予約権）の発行を中止することを決議いたしましたので、お知ら

せいたします。 

なお、当該新株予約権につきましては、定時株主総会における承認から本日の取締役会決議までにおいて、

発行を決議したことはありません。 

 

記 

 

１．中止対象となる新株予約権 

(１) 株主総会決議日    

平成26年６月27日 

(２) 対象決議 

   第３号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件 

(３) 割当対象者 

   当社及び当社関係会社の取締役（社外取締役を除く。）、執行役員及び従業員 

(４) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 

当社普通株式 800,000株（上限） 

 

２．発行中止の理由 

当社は、平成 27 年３月期において、グローバルビジネスの成長のため、従来の地域販社を中心とした販売

体制から顧客カテゴリー別のグローバルビジネスユニット（事業部）へ再編する機構改革に取り組み、平成

27 年４月より新組織体制に移行しています。ついては、当社の事業環境等を総合的に勘案した結果、新体

制への移行過程での当該ストックオプションを付与することは必ずしも適切ではないと判断し、有効期間に

おけるストックオプションの発行を中止することとしました。 

なお、当社は、改めて株主の皆様のご判断を仰ぐため、平成 27 年４月 30 日開催の取締役において、会

社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社及び当社関係会社の取締役（社外取締役を

除く。）及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること及び募集事項の決定

を当社取締役会に委任することについて承認を求める議案を、当社第 32 回定時株主総会（平成 27 年６月

26 日開催予定）に付議することを決議しています。 

以 上 


